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問９ 過量な内容の消費者契約の取消しが認められるためには、事業

者が過量な内容の消費者契約に当たることを知っていたことが要

件とされているのはなぜですか。 

（答） 

１．過量な内容の消費者契約の取消しは、合理的な判断をすることができ

ない事情がある消費者に対し、その事情につけ込んでこのような契約

を締結させるという事業者の行為の悪質性に着目したものです。 

２．そして、事業者が過量な内容の消費者契約であることを知らなければ、

事業者が消費者の事情につけ込んだとはいえず、事業者の行為に取消

しを認めるまでの悪質性はないことから、事業者の認識を要件として

います。 

（注）なお、消費者委員会の答申（平成 28 年１月７日）の別添「消費者契約法専門調査会報告

書」では、以下の記載があり、事業者の認識があることを取消しの要件とすることとされ

ています（下線は消費者庁で付したものです）。 

第２ 速やかに法改正を行うべき内容を含む論点 

２．合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型 

 事業者が、消費者に対して、過量契約（事業者から受ける物品、権利、役務等の給付

がその日常生活において通常必要とされる分量、回数又は期間を著しく超える契約）に

当たること及び当該消費者に当該過量契約の締結を必要とする特別の事情がないことを

知りながら、当該過量契約の締結について勧誘し、それによって当該過量契約を締結さ

せたような場合に、意思表示の取消しを認める規定を新たに設けることとする。 




